
 亀山市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

                        亀山市長 櫻 井 義 之 

亀山市条例第１０号 

 

亀山市手数料条例の一部を改正する条例 

 

亀山市手数料条例（平成１７年亀山市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の１の表１の項中「（法」の次に「第８７条の４又は」を加え、「２の表に

定める金額」を「２の１の表に定める金額（申請又は通知に係る建築物の建築が建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１１条第１

項ただし書の建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築

行為である場合で、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８

年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号に適合するかどうかを審査するときは、建 

築物ごとに、２の２の表に定める金額を加算した金額）」に改め、同表２の項中「（法」 

の次に「第８７条の４又は」を加え、同表中１６の項を１７の項とし、４の項から１５

の項までを１項ずつ繰り下げ、同表３の項中「（法」の次に「第８７条の４又は」を加

え、同項の次に次のように加える。 

４ 法第７条の６第１項第１号若しくは第

２号（法第８７条の４又は第８８条第１

項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく仮使用の認定の申請又は法

第１８条第３８項第１号若しくは第２号

（法８７条の４又は第８８条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基

づく仮使用の認定の申請に対する審査 

検査済証の交付を

受ける前における

建築物等の仮使用

認定申請手数料 

１２０，０００円 

 別表第３の２を次のように改める。 

２の１ 確認申請又は計画通知の手数料 

（１）建築物を建築する場合（移転（同一敷地内における移転に限る。以下同じ。）す

る場合を除く。） 

床面積の合計 金額 

３０平方メートル以内のもの １２，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの ２７，０００円 



１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの ６３，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ９７，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内の

もの 

１１０，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以 １６０，０００円 

内のもの  

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの 

２３９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの 

３５２，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ６３０，０００円 

（２）確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転す

る場合を除く。） 

手数料の金額 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床

面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分

の床面積）について、（１）の表により算出した額 

（３）建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

（（４）の表に掲げる場合を除く。） 

手数料の金額 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２

分の１について、（１）の表により算出した額 

（４）確認又は通知を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、又はその大規

模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 

手数料の金額 当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１につ

いて、（１）の表により算出した額 

（５）建築設備を設置する場合（（６）の表に掲げる場合を除く。） 

区分 金額 

小荷物専用昇降機以外の建築設備 ２３，０００円 

小荷物専用昇降機 ８，０００円 

（６）確認又は通知を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 

区分 金額 

小荷物専用昇降機以外の建築設備 １０，０００円 

小荷物専用昇降機 ５，０００円 

（７）工作物の場合 

区分 金額 

工作物を築造する場合 １７，０００円 

確認又は通知を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築

造する場合 

７，０００円 

 別表第３の２の１の次に次の１表を加える。 



２の２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく審査手数料 

区分 床面積の合計 金額 

一戸建ての住宅 ２００平方メートル以内のもの １５,０００円 

２００平方メートルを超えるもの １６,０００円 

共同住宅等 ３００平方メートル以内のもの ２７,０００円 

 ３００平方メートルを超え２,０００平方

メートル以内のもの 

４２,０００円 

２,０００平方メートルを超え５,０００

平方メートル以内のもの 

６６,０００円 

５,０００平方メートルを超えるもの ８５,０００円 

備考 この表において、「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住

宅以外の住宅をいう。 

 別表第３の３を次のように改める。 

３ 完了検査申請又は完了通知の手数料 

（１）建築物（法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物を除く。）を建築した場合

（移転した場合を除く。） 

床面積の合計 金額 

３０平方メートル以内のもの ２９，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの ３５，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの ５８，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ８２，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ８８，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の

もの 

９７，０００円 

２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内

のもの 

１７７，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以

内のもの 

２５２，０００円 

５０，０００平方メートルを超えるもの ４６４，０００円 

（２）建築物（法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に限る。）を建築した場合

（移転した場合を除く。） 

床面積の合計 金額 

３０平方メートル以内のもの ２８，０００円 

３０平方メートルを超え１００平方メートル以内のもの ３４，０００円 

１００平方メートルを超え２００平方メートル以内のもの ５６，０００円 

２００平方メートルを超え５００平方メートル以内のもの ７９，０００円 

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ８４，０００円 

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メートル以内の

もの 

９１，０００円 



２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内

のもの 

１６９，０００円 

１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方メートル以 ２４５，０００円 

内のもの  

５０，０００平方メートルを超えるもの ４５８，０００円 

（３）建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 

手数料の金額 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２

分の１について、（１）の表により算出した額 

（４）建築設備を設置した場合 

区分 金額 

小荷物専用昇降機以外の建築設備 ４１，０００円 

小荷物専用昇降機 ２４，０００円 

（５）工作物の場合 

区分 金額 

工作物 ２９，０００円 

 別表第３の４の表中「１７，０００円」を「２６，０００円」に、「２１，０００円」 

を「３２，０００円」に、「３３，０００円」を「５０，０００円」に、「４７，０００

円」を「７１，０００円」に、「６２，０００円」を「７７，０００円」に、「８４，０００

円」を「８６，０００円」に、「１４３，０００円」を「１４８，０００円」に、

「２０４，０００円」を「２１１，０００円」に、「３９１，０００円」を「４０４，０００

円」に改める。 

別表第６の１の表１の項中「（平成２７年法律第５３号）」を削り、「第１２条第１

項又は第１３条第２項」を「第１１条第１項又は第１２条第２項」に改め、同表２の項

及び３の項中「第１２条第２項又は第１３条第３項」を「第１１条第２項又は第１２条

第３項」に改め、同表４の項中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に、「第３５

条第２項」を「第３０条第２項」に改め、同表５の項中「第３６条第１項」を「第３１

条第１項」に、「第３６条第２項」を「第３１条第２項」に、「第３５条第２項」を

「第３０条第２項」に改め、同表の６の項を削る。 

 別表第６の２を次のように改める。 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

（１）住宅の場合 

区分 

 

１件当たりの手数料の金額 

建築物エネルギー

消費性能向上計画

に建築物のエネル

その他の場合 



ギー消費性能の向

上等に関する法律

第２９条第３項各

号に掲げる事項が

記載されている場 

 合の同項に規定す

る他の建築物にお

いて、当該建築物

エネルギー消費性

能向上計画と当該

他の建築物におけ

る建築物エネルギ

ー消費性能確保計 

 

 画が同様の方法に

より評価されたも

のである場合 

 

一戸建ての住宅 ５，０００円 ３６，０００円 

共同住

宅等 

住戸

部分 

総戸数が１戸

のもの 

５，０００円 

 

３６，０００円 

 

総戸数が１戸

を超え５戸以

下のもの 

１０，０００円 

 

７４，０００円 

 

総戸数が５戸

を超え１０戸

以下のもの 

１７，０００円 

 

１０４，０００円 

 

総戸数が１０

戸を超え２５

戸以下のもの 

２８，０００円 

 

１４７，０００円 

 

総戸数が２５

戸を超え５０

戸以下のもの 

４８，０００円 

 

２１１，０００円 

 

総戸数が５０

戸を超え１００

戸以下のもの 

８６，０００円 

 

３０３，０００円 

 

総戸数が１００

戸を超え２００

戸以下のもの 

１３７，０００円 

 

４１１，０００円 

 

総戸数が２００

戸を超え３００

戸以下のもの 

１７３，０００円 

 

５３９，０００円 

 

総戸数が３００

戸を超えるも

の 

１８５，０００円 

 

６３３，０００円 

 

共用 床面積が３００ １０,０００円 １１７,０００円 



部分 平方メートル

以内のもの 

床面積が３００ １８,０００円 １５５,０００円 

平方メートル

を超え１,０００

平方メートル 

  

以内のもの   

床 面 積 が

１,０００平

方メートルを

超え２,０００

平方メートル

以内のもの 

２８,０００円 １９４,０００円 

床 面 積 が

２,０００平

方メートルを

超え５,０００

平方メートル

以内のもの 

８６,０００円 ３０３,０００円 

 

床 面 積 が

５,０００平

方メートルを

超え１０,０００

平方メートル

以内のもの 

１３７,０００円 ３８９,０００円 

床 面 積 が

１０,０００

平方メートル

を超え２５,０００

平方メートル

以内のもの 

１７３,０００円 ４６５,０００円 

床 面 積 が

２５,０００

平方メートル

を超えるもの 

２１７,０００円 ５４１,０００円 

  

備考 

 １ この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう。 

２ この表において「住戸部分」とは、共同住宅等の住戸の部分をいう。 

３ この表において「共用部分」とは、共同住宅等の共用廊下、共用階段その他の

住戸部分以外の部分をいう。 

４ 共同住宅等の手数料の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額とする。 

（１）住戸部分及び共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定する場合 住戸部



分の手数料の金額及び共用部分の床面積に応じた手数料の金額を合算した金額 

（２）共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定しない場合 住戸部分の手数料 

   の金額 

（２）非住宅建築物の場合 

建築物エネルギー １件当たりの手数料の金額 

消費性能適合性判

定を行う建築物の

床面積の区分 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に建築物の

エネルギー消費

性能の向上等に

関する法律第

２９条第３項各

号に掲げる事項

が記載されてい

る場合の同項に

規定する他の建

築物において、

当該建築物エネ

ルギー消費性能

向上計画と当該

他の建築物にお

ける建築物エネ

ルギー消費性能

確保計画が同様

の方法により評

価されたもので

ある場合 

その他の場合 

建築物の非住

宅部分の用途

が工場等（工

場その他市長

が別に定める

用途をいう。

以下この表に 

おいて同じ。）で

である場合 

建築物の非住宅部分の用途が工

場等以外である場合 

判定に係る建

築物エネルギ

ー消費性能確

保計画が、建 

左記以外の評

価方法により

評価されたも

のである場合 

築物のエネル

ギー消費性能

の向上等に関

する法律第２

条第１項第３

号の規定に基

づき定められ

た簡易な評価

方法であって

市長が別に定

める方法によ

り評価された

ものである場

合 

 

３００平方メート

ル以内のもの 

１０，０００円 ２１，０００円 ９８，０００円 ２５６，０００

円 

３ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超 え

１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１８，０００円 ２９，０００円 １２４，０００

円 

３２１，０００

円 

１，０００平方メ

ー ト ル を 超 え

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

２８，０００円 ４２，０００円 １６４，０００

円 

４１５，０００

円 

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

８６，０００円 １０７，０００

円 

２６６，０００

円 

５９２，０００

円 

５，０００平方メ １３７，０００ １６１，０００ ３４８，０００ ７３０，０００ 

ー ト ル を 超 え

１０，０００平方

円 円 円 円 



メートル以内のも

の 

１０，０００平方 １７３，０００ ２００，０００ ４１８，０００ ８６２，０００ 

メートルを超え

２５，０００平方

メートル以内のも 

円 円 円 円 

の     

２５，０００平方

メートルを超える

もの 

２１７，０００ 

円 

２４９，０００

円 

４９０，０００

円 

９８４，０００

円 

備考 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定す

る他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物

における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたもので

ある場合以外の場合における工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数料

の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。 

（１）工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物にお

ける非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄に定める金額 

（２）工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物における

非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額 

（３）（１）又は（２）に規定する場合以外の場合 建築物における工場等の用途

の部分の床面積の区分に応じた第３欄に定める金額と工場等以外の用途の部分

の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額とを合算した額。た

だし、合算した額が当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じ

た第４欄又は第５欄に定める金額を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の金

額 

（３）複合建築物の場合 

１件当たりの手数料の金額 

住宅部分に応じたこの表の（１）の表に掲げる手数料及び非住宅部分に応じた（２）

の表に掲げる手数料の金額を合算した額 

備考 この表において「複合建築物」とは、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物

をいう。 

 別表第６の３を次のとおり改める。 

３ 建築物エネルギー消費性能適合性変更判定手数料 

（１）住宅の場合 

区分 

 

１件当たりの手数料の金額 

建築物エネルギー

消費性能向上計画

に建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第２９条第３項各

その他の場合 



号に掲げる事項が

記載されている場

合の同項に規定す

る他の建築物にお

いて、当該建築物

エネルギー消費性 

 能向上計画と当該

他の建築物におけ

る建築物エネルギ

ー消費性能確保計

画が同様の方法に

より評価されたも

のである場合 

 

一戸建ての住宅 ３，０００円 １８，０００円 

共同住

宅等 

住戸

部分 

総戸数が１戸

のもの 

３，０００円 

 

１８，０００円 

 

総戸数が１戸

を超え５戸以

下のもの 

６，０００円 

 

３８，０００円 

 

総戸数が５戸

を超え１０戸

以下のもの 

１０，０００円 

 

５４，０００円 

 

総戸数が１０

戸を超え２５

戸以下のもの 

１７，０００円 

 

７６，０００円 

 

総戸数が２５

戸を超え５０

戸以下のもの 

２９，０００円 

 

１１０，０００円 

 

総戸数が５０

戸を超え１００

戸以下のもの 

５２，０００円 

 

１６０，０００円 

 

総戸数が１００

戸を超え２００

戸以下のもの 

８２，０００円 

 

２１９，０００円 

 

総戸数が２００

戸を超え３００

戸以下のもの 

１０４，０００円 

 

２８７，０００円 

 

総戸数が３００

戸を超えるも 

１１１，０００円 

 

３３５，０００円 

 

 の   

共用

部分 

床面積が３００

平方メートル 

６,０００円 ５９,０００円 

以内のもの   

床面積が３００ １１,０００円 ７９,０００円 



平方メートル

を超え１,０００

平方メートル 

以内のもの   

床 面 積 が

１,０００平 

１７,０００円 １００,０００円 

方メートルを

超え２,０００

平方メートル

以内のもの 

  

床 面 積 が  ５２,０００円 １６０,０００円 

２,０００平

方メートルを

超え５,０００

平方メートル

以内のもの 

  

床 面 積 が

５,０００平

方メートルを

超え１０,０００

平方メートル

以内のもの 

８２,０００円 ２０８,０００円 

床 面 積 が

１０,０００

平方メートル

を超え２５,０００

平方メートル

以内のもの 

１０４,０００円 ２４９,０００円 

床 面 積 が

２５，０００

平方メートル

を超えるもの 

１３０,０００円 ２９２,０００円 

  

備考 

 １ この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう。 

２ この表において「住戸部分」とは、共同住宅等の住戸の部分をいう。 

３ この表において「共用部分」とは、共同住宅等の共用廊下、共用階段その他の

住戸部分以外の部分をいう。 

４ 共同住宅等の手数料の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定 

 める金額とする。 

（１）住戸部分及び共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定する場合 住戸部

分の手数料の金額及び共用部分の床面積に応じた手数料の金額を合算した金額 

（２）共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定しない場合 住戸部分の手数料

の金額 



（２）非住宅建築物の場合 

建築物エネルギー １件当たりの手数料の金額 

消費性能適合性判

定を行う建築物の

床面積の区分 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画に建築物の

エネルギー消費

性能の向上等に

関する法律第

２９条第３項各

号に掲げる事項

が記載されてい

る場合の当該建

築物エネルギー

消費性能向上計

画の変更に係る

同項に規定する

他の建築物にお

いて、当該建築

物エネルギー消

費性能向上計画

と当該他の建築

物における建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が同様の方法に

より評価された

ものである場合 

その他の場合 

建築物の非住

宅部分の用途

が工場等（工

場その他市長

が別に定める

用途をいう。

以下この表に 

おいて同じ。） 

である場合 

建築物の非住宅部分の用途が工

場等以外である場合 

判定に係る建 左記以外の評 

築物エネルギ

ー消費性能確

保計画が、建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上等に関

する法律第２

条第１項第３

号の規定に基

づき定められ

た簡易な評価

方法であって

市長が別に定

める方法によ

り評価された

ものである場

合 

価方法により評

価されたもので

ある場合 

  

３００平方メート

ル以内のもの 

６，０００円 １１，０００円 ５０，０００円 １２９，０００

円 

３ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの 

１１，０００円 １６，０００円 ６４，０００円 １６２，０００

円 

１，０００平方メ

ー ト ル を 超 え

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１７，０００円 ２４，０００円 ８５，０００円 ２１０，０００

円 

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

５２，０００円 ６２，０００円 １４２，０００

円 

３０５，０００

円 

５，０００平方メ ８２，０００円 ９５，０００円 １８８，０００ ３７９，０００ 

ー ト ル を 超 え

１０，０００平方

  円 円 



メートル以内のも

の 

１０，０００平方

メートルを超え

２５，０００平方

メートル以内のも 

１０４，０００

円 

１１８，０００

円 

２２７，０００

円 

４４９，０００

円 

の     

２５，０００平方

メートルを超える

もの 

１３０，０００

円 

１４７，０００

円 

２６８，０００

円 

５１４，０００

円 

備考 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に 

関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の同項に規定す

る他の建築物において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の建築物

における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様の方法により評価されたもので

ある場合以外の場合における工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数料

の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。 

（１）工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物にお

ける非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄に定める金額 

（２）工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の場合 建築物における

非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額 

（３）ア又はイに規定する場合以外の場合 建築物における工場等の用途の部分の

床面積の区分に応じた第３欄に定める金額と工場等以外の用途の部分の床面積

の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額とを合算した額。ただし、合

算した額が当該建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第４欄

又は第５欄に定める金額を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の金額 

（３）複合建築物の場合 

１件当たりの手数料の金額 

住宅部分に応じたこの表の（１）の表に掲げる手数料及び非住宅部分に応じた（２）

の表に掲げる手数料の金額を合算した額 

備考 この表において「複合建築物」とは、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物

をいう。 

 別表第６の４を次のように改める。 

４ 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る軽微な変更に該当する旨の証明書交付

申請手数料 

（１）住宅の場合 

区分 １件当たりの手数

料の金額 

一戸建ての住宅 ９，０００円 

共同住宅

等 

住戸

部分 

総戸数が１戸のもの ９，０００円 

総戸数が１戸を超え５戸以下のもの １９，０００円 

総戸数が５戸を超え１０戸以下のもの ２７，０００円 



総戸数が１０戸を超え２５戸以下のもの ３８，０００円 

総戸数が２５戸を超え５０戸以下のもの ５５，０００円 

総戸数が５０戸を超え１００戸以下のもの ８０，０００円 

総戸数が１００戸を超え２００戸以下のもの １０９，０００円 

総戸数が２００戸を超え３００戸以下のもの １４３，０００円 

総戸数が３００戸を超えるもの １６７，０００円 

共用

部分 

床面積が３００平方メートル以内のもの ２９，０００円 

床面積が３００平方メートルを超え１,０００平方

メートル以内のもの 

３９，０００円 

床面積が１,０００平方メートルを超え２,０００ ５０，０００円 

平方メートル以内のもの  

床面積が２,０００平方メートルを超え５,０００

平方メートル以内のもの 

８０，０００円 

床面積が５,０００平方メートルを超え１０,０００

平方メートル以内のもの 

１０４，０００円 

床面積が１０,０００平方メートルを超え２５,０００

平方メートル以内のもの 

１２４，０００円 

床面積が２５,０００平方メートルを超えるもの １４６，０００円 

備考 

１ この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう。 

２ この表において「住戸部分」とは、共同住宅等の住戸の部分をいう。 

３ この表において「共用部分」とは、共同住宅等の共用廊下、共用階段その他の

住戸部分以外の部分をいう。 

４ 共同住宅等の手数料の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額とする。 

（１）住戸部分及び共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定する場合 住戸部

分の手数料の金額及び共用部分の床面積に応じた手数料の金額を合算した金額 

（２）共用部分の設計一次エネルギー消費量を算定しない場合 住戸部分の手数料

の金額 

（２）非住宅建築物の場合 

建築物エネルギー消

費性能適合性判定を

行う建築物の床面積

の区分 

１件当たりの手数料の金額 

建築物の非住宅部 

分の用途が工場等

（工場その他市長

が別に定める用途

をいう。以下この 

表において同じ。）

である場合 

建築物の非住宅部分の用途が工場等以外で 

ある場合 

判定に係る建築物

エネルギー消費性

能確保計画が、建

築物のエネルギー

消費性能の向上等

に関する法律第２

条第１項第３号の

規定に基づき定め

られた簡易な評価

左記以外の評価方法に

より評価されたもので

ある場合 

  

 



方法であって市長 

  が別に定める方法

により評価された

ものである場合 

 

３００平方メートル

以内のもの 

５，０００円 ２５，０００円 ６４，０００円 

３００平方メートル

を超え１，０００平方メ

ートル以内のもの 

８，０００円 ３２，０００円 ８１，０００円 

１，０００平方メー １２，０００円 ４２，０００円 １０５，０００円 

トルを超え２，０００

平方メートル以内の

もの 

   

２，０００平方メー

トルを超え５，０００

平方メートル以内の

もの 

３１，０００円 ７１，０００円 １５２，０００円 

５，０００平方メー

トルを超え１０，０００

平方メートル以内の

もの 

４７，０００円 ９４，０００円 １８９，０００円 

１０，０００平方メ

ー ト ル を 超 え

２５，０００平方メ

ートル以内のもの 

５９，０００円 １１３，０００円 ２２４，０００円 

２５，０００平方メ

ートルを超えるもの 

７３，０００円 １３４，０００円 ２５７，０００円 

備考 

 １ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以外の用途の部分につい 

  て市長が別に定める規模の場合に限る。）については、当該建築物における非住

宅部分全体の床面積の区分に応じた第２欄に定める金額とする。 

 ２ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の用途の部分について市

長が別に定める規模の場合に限る。）については、当該建築物における非住宅部

分全体の床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める金額とする。 

 ３ 工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（前２項に規定する場合を除く。） 

については、当該建築物における工場等の用途の部分の床面積の区分に応じた第

２欄に定める金額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じた第３欄又は

第４欄に定める金額とを合算した額とする。ただし、合算した額が当該建築物に

おける非住宅部分全体の床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める金額を

超える場合は、当該第３欄又は第４欄の金額とする。 

（３）複合建築物の場合 

１件当たりの手数料の金額 

住宅部分に応じたこの表の（１）の表に掲げる手数料及び非住宅部分に応じた（２）

の表に掲げる手数料の金額を合算した額 



備考 この表において「複合建築物」とは、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物 

をいう。 

 別表第６の５の（１）の表及び別表第６の５の（２）の表中「第３５条第１項各号」

を「第３０条第１項各号」に、「第３５条第１項第１号」を「第３０条第１項第１号」

に改め、別表第６の５の（３）の表を次のように改める。 

（３）複合建築物の場合 

１棟当たりの手数料の金額 

住宅部分に応じたこの表の（１）の表に掲げる手数料及び非住宅部分に応じた（２）

の表に掲げる手数料の金額を合算した額 

備考 この表において「複合建築物」とは、住宅部分及び非住宅部分を有する建築

物をいう。 

 別表第６の６の（１）の表及び別表第６の６の（２）の表中「第３５条第１項各号」

を「第３０条第１項各号」に、「第３５条第１項第１号」を「第３０条第１項第１号」

に改め、別表第６の６の（３）の表を次のように改める。 

（３）複合建築物の場合 

１棟当たりの手数料の金額 

住宅部分に応じたこの表の（１）の表に掲げる手数料及び非住宅部分に応じた（２）

の表に掲げる手数料の金額を合算した額 

備考 この表において「複合建築物」とは、住宅部分及び非住宅部分を有する建築

物をいう。 

 別表第６の７を削る。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


